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■小林古径記念美術館施設概要

１　施設概要等
館　　名：小林古径記念美術館
住　　所：〒 943-0835　新潟県上越市本城町 7-1（高田城址公園内）
電　　話：025-523-8680
ファックス：025-530-6033
e - m a i l：kokei@city.joetsu.lg.jp

開　　館：平成 13 年 4 月 29 日（小林古径邸）
　　　　　平成 14 年 4 月 1 日（旧小林古径記念美術館）
　　　　　令和 2 年 10 月 3 日（新小林古径記念美術館 開館）
構　　造：鉄筋コンクリート造、平屋建て（一部 2 階建て）
敷地面積：5,136.99㎡
延床面積：809.67㎡（美術館）／ 419.04㎡（小林古径邸・画室）

２　空調設備について
①屋内空調設定値

展示室 一時保管庫
夏期 冬期 夏期 冬期

温　度 25 ± 3℃ 22 ± 3℃ 20 ± 1℃ 20 ± 1℃

湿　度 55 ± 3％ 55 ± 3％ 55 ± 1％ 55 ± 1％

②熱源設備　　　　電気式パッケージエアコン
③空気調和設備　　展　示　室…空調機による単一ダクト方式
　　　　　　　　　一時保管庫…空調機による単一ダクト方式

３　トラックヤード
美術品専用車 1 台分のトラックヤードあり

４　照明設備について
①調光機能…あり
②使用光源

展示室・展示ケース スポットライト

光源 LED ダウンライト
（展示ケース内は調光・調色） LED スポットライト（個別調光）

機種 ERCO　72153.025・72065.025
CCS　MUSEUM COB SPOTLIGHT（自然光タイプ）

③照明の設定値（計画値）
展示室 収蔵庫

照度 0 ～ 300lx 150 ～ 200lx

５　消防設備について
消火設備の種類

展示室 一時保管庫 その他

二酸化炭素消火器 パッケージ型ガス消火設備（ハロン 1301） 粉末消火器
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小林古径記念美術館位置図 
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■美術館組織

上越市教育委員会　文化行政課　小林古径記念美術館

　館長　―　副館長　―　資料係
　　　　　　　　　　　　学芸員
　　　　　　　　　　　　事務職員

　　小林古径記念美術館運営委員会

　　上越市美術資料収集委員会

職員（令和 2 ～ 4 年度）
役職 氏名

館長 宮崎 俊英
統括学芸員・副館長 笹川 修一
主任学芸員 市川 高子
主査 髙橋 彰夫
学芸員 伊藤 舞実
学芸員 小川 陽子
事務職員（会計年度任用職員） 保高 眞莉子

■小林古径記念美術館友の会

会長：植木 哲夫　　副会長：佐野 隆

目的：友の会は、上越市出身の日本画家・小林古径の芸術に共感する人々が集まり、広く芸術に親しみ、会員同士の交流を図る。
あわせて小林古径記念美術館の事業に協力する。

○年会費　一般会員 ………2,000 円
　　　　　学生会員 …………500 円
　　　　　事業所会員……10,000 円

○会員特典
・美術館に年 2 回、無料で入館
・「友の会だより」を年 2 回送付
・各種イベントのご案内
・図録・グッズを割引価格で購入
・美術館めぐりやコンサートなど、友の会主催事業のご案内

○活動記録
令和 2 年度：開館記念展特別鑑賞会、開館記念コンサート　10 月 18 日
令和 3 年度：友の会総会、「古径と院展の作家たち」特別鑑賞会　4 月 24 日
　　　　　　「岩野勇三彫刻展」作品鑑賞会・高田城址公園屋外彫刻作品鑑賞会　8 月 21 日
　　　　　　「永青文庫所蔵近代日本画名品展」作品鑑賞会 10 月 9 日、11 月 6 日
令和 4 年度：友の会総会、ミニコンサート　4 月 23 日
　　　　　　友の会講座「富岡惣一郎展について」　5 月 28 日
　　　　　　美術館巡り（長野県立美術館）　10 月 4 日
　　　　　　友の会講座「芸能科展について」　11 月 26 日
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■小林古径記念美術館条例

（設置）
第１条　博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第１８条の規定に基づき、本

市出身の日本画家小林古径及び本市にゆかりのある美術作家に関連する作
品等を広く紹介するとともに、市民の教育、学術及び文化の向上を図るため、
美術館を設置する。

（名称及び位置）
第２条　美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名　称 位　置
小林古径記念美術館 上越市本城町７番１号

（施設）
第３条　小林古径記念美術館（以下「美術館」という。）の施設は、次に掲げ

るとおりとする。
　⑴　美術館本館
　⑵　小林古径邸
　　　　ア　本邸
　　　　イ　画室
　⑶　庭園

（事業）
第４条　美術館は、次に掲げる事業を行う。
　⑴　次に掲げる資料の収集、保管及び展示に関すること。
　　　　ア　小林古径及び本市にゆかりのある美術作家に関する資料
　　　　イ　その他美術館の運営及び調査研究に必要な資料
　⑵　前号ア及びイに掲げる資料（以下「資料」という。）に関する学術調査

及び研究を行うこと。
　⑶　資料に関する講演会、講習会、研究会等の主催及びその開催の援助に

関すること。
　⑷　資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書

等を作成し、及び頒布すること。
　⑸　資料に関する情報の提供に関すること。
　⑹　その他美術館の設置目的を達成するために必要な事業

（開館時間）
第５条　美術館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、教

育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

（休館日）
第６条　美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要

と認めるときは、これを変更することができる。
　⑴　月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、
その翌日

　⑵　休日の翌日
　⑶　１２月２９日から翌年１月３日まで

（入館の制限）
第７条　教育委員会は、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者そ

の他入館が不適当と認められる者に対しては、美術館への入館を拒み、又
は美術館からの退館を命ずることができる。

（利用の承認）
第８条　画室を占用して利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承

認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも、同
様とする。

２　教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をし
ない。

　⑴　公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
　⑵　美術館の施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めら

れるとき。
　⑶　その他美術館の管理上支障があると認められるとき。
３　教育委員会は、第１項の承認に当たり、美術館の管理上必要な条件を付

することができる。

（利用の承認の取消し等）
第９条　教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項

の承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。
　⑴　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
　⑵　教育委員会が美術館の管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

（原状回復の義務）
第１０条　美術館の利用者は、利用した施設及び設備を原状に復さなければ

ならない。前条の規定により利用を中止したときも、同様とする。

（観覧料等）
第１１条　美術館に入館して資料を観覧しようとする者（第８条第１項の承

認を得た者で美術館本館及び本邸を観覧しないものを除く。）は別表第１に
定める観覧料を、同項の承認を得た者は別表第２に定める使用料をそれぞ
れ納付しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、特別展示の資料を観覧しようとする者は、そ
の都度市長が定める観覧料（以下「特別観覧料」という。）を納付しなけれ
ばならない。

３　観覧料、特別観覧料又は使用料（以下「観覧料等」という。）は、美術館
に入館する前又は画室の利用開始前に納付しなければならない。ただし、市
長が特別の理由があると認めるときは、入館後又は利用開始後にその全部
又は一部を納付することができる。

（年間観覧券）
第１２条　市長は、利用者の利便に資するため、年間観覧券を発行すること

ができる。
２　前項の年間観覧券（以下「年間観覧券」という。）の発行を受けようとす

る者は、別表第３に定める料金をあらかじめ納付しなければならない。た
だし、市長が特別の理由があると認めるときは、年間観覧券の発行後にそ
の全部又は一部を納付することができる。

３　教育委員会は、偽りその他不正の手段により年間観覧券を利用したとき
又は利用するおそれがあると認めるときは、年間観覧券の利用を中止させ
ることができる。

（観覧料等の減免）
第１３条　市長は、第１１条の規定にかかわらず、観覧料等について、次の

各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を免除し、又は減
額することができる。

　⑴　市が主催する事業において画室を利用するとき。　使用料の全額
　⑵　市が共催する事業において画室を利用するとき。　使用料の５０パー

セントの額
　⑶　その他市長が必要と認めるとき。　観覧料等のうち必要と認める額

（観覧料等及び年間観覧券の料金の還付）
第１４条　納付した観覧料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該各号に定める額を還付する。
　⑴　第８条第１項の承認を得た者が利用の取消しを利用日前３日までに申

し出て承認されたとき。使用料の７０パーセントの額
　⑵　市長が災害その他特別の事情により還付することを適当と認めるとき。　

観覧料等のうち適当と認める額
２　納付した年間観覧券の料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と

認めるときは、納付した額の全部又は一部を還付することができる。

（損害賠償）
第１５条　故意又は過失により美術館の施設、設備、資料等を破損し、汚損し、

又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

（委任）
第１６条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附　則
（施行期日）
１　この条例は、令和２年１０月３日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。

（小林古径邸条例及び小林古径記念美術館条例の廃止）
２　次に掲げる条例は、廃止する。
　⑴　小林古径邸条例（平成１３年上越市条例第５号）
　⑵　小林古径記念美術館条例（平成１７年上越市条例第８号）
別表第１（第１１条関係）

区　　分 個　人 団体（２０人以上の団体）
一　般 ５１０円 １人につき４１０円

高校生・中学生・小学生 ２６０円 １人につき２１０円

備考　市内の小学校の児童及び中学校の生徒は、無料とする。

別表第２（第１１条関係）

施設名 使用料（１時間につき）
画　室 １，０２０円

備考
１　営利又は営業上の目的で利用する場合の使用料は、定額使用料の２００

パーセントの額とする。
２　利用時間が１時間に満たないときは、１時間として計算する。

別表第３（第１２条関係）

区　　分 年間観覧券の料金
一　般 １，５００円

高校生・中学生・小学生 ７００円

備考
１　年間観覧券の料金には、特別観覧料を含むものとする。
２　年間観覧券の有効期間は、年間観覧券の発行の日から同日から起算して

１年を経過する日までとする。
３　小学生及び中学生は、市外の小学校の児童及び中学校の生徒に限る。
４　この表に定める区分の適用については、年間観覧券の発行の日現在にお

ける区分によるものとする。
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■小林古径記念美術館条例施行規則
（趣旨）
第１条　この規則は、小林古径記念美術館条例（令和２年上越市条

例第３２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を
定めるものとする。

（資料の貸出し）
第２条　調査研究等のため、教育委員会が特に必要と認める場合は、

資料の貸出しを行うことができる。

（資料の寄贈及び寄託）
第３条　小林古径記念美術館（以下「美術館」という。）に資料の

寄贈又は寄託をすること　ができる。
２　資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、教育委員会の承認を

得なければならない。
３　資料の寄贈又は寄託に要する経費は、原則として寄贈者又は寄

託者の負担とする。
４　資料の寄託を受けたときは、受託証を交付する。

（寄託資料の取扱い）
第４条　寄託資料は、美術館の資料と同一の取扱いをするものとす

る。ただし、第２条の規定により貸出しを行うときは、寄託者の
承認を得なければならない。

（寄託物の免責）
第５条　教育委員会は、寄託資料が、天災その他の不可抗力によっ

て損失を受けても、その責めを負わない。

（利用の承認）
第６条　条例第８条第１項の規定により画室の占用利用の承認を得

ようとする者は、小林古径記念美術館画室占用利用承認申請書（第
１号様式）を教育委員会に提出しなければならない。

２　教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審
査し、承認の可否を決定承認したときは、小林古径記念美術館画
室占用利用　　通知書（第２号様式）により通知する 却下もの
とする。

（禁止行為）
第７条　美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

⑴　資料に触れること。
⑵　資料の近くで万年筆、ボールペン等を使用すること。
⑶　指定された場所以外で火気を使用すること。
⑷　指定された場所以外で飲食をすること。
⑸　次に掲げる行為で許可を受けないもの

ア　物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類を掲示し、若
しくは配布すること。

イ　販売及び書籍等への掲載を目的として撮影すること。
⑹　指定された場所以外に立ち入ること。
⑺　美術館内の風紀秩序を乱し、及び他の利用者に迷惑を及ぼす

行為
⑻　騒音、悪臭等を伴い美術館本来の機能を妨げるおそれのある

行為
⑼　その他美術館の管理上支障があると認められる行為

（その他）
第８条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会

が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この規則は、令和２年１０月３日から施行する。ただし、次項

の規定は、公布の日から施行する。
　（小林古径記念美術館条例施行規則及び小林古径邸条例施行規則

の廃止）
２　次に掲げる規則は、廃止する。

⑴　小林古径記念美術館条例施行規則（平成１７年上越市教育委
員会規則第６号）

⑵　小林古径邸条例施行規則（平成１７年上越市教育委員会規則
第７号）

上越市美術資料収集委員会設置要綱
（設置）
第１条　上越市における美術品及び美術に関する資料（以下「美術

資料」という。）の収集の適正を図るため、上越市美術資料収集
委員会（以下「収集委員会」という。）を設置する。

（組織）
第２条　収集委員会の委員は、５人以内とし、美術に関する専門家

のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

（委員の任期）
第３条　収集委員会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期
間とする。

（諮問）
第４条　教育委員会は、次に掲げる美術資料を収集するときは、収

集リストを作成し、収集委員会を招集して諮問する。
　⑴　小林古径の作品
　⑵　小林古径に関連する作品及び資料
　⑶　上越市又は上越市ゆかりの美術の流れを展望できる作品
　⑷　近・現代美術の展望を特徴づける国内外の作品
　⑸　その他美術資料として必要な資料

（審議）
第５条　収集委員会は、前条の規定による諮問があった場合は、次

の事項について審議する。
　⑴　美術資料の選定に関すること。
　⑵　美術資料の評価に関すること。
　⑶　その他教育委員会が必要と認めること。
２　収集委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、

これを開くことができない。
３　収集委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものと

する。

（守秘義務）
第６条　収集委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らして

はならない。

（庶務）
第７条　収集委員会の庶務は、小林古径記念美術館において処理す

る。

（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、収集委員会に関し必要な事

項は、収集委員会が別に定める。

附　則　　この要綱は、平成７年４月１日から実施する。

附　則　　この要綱は、平成１７年１月１日から実施する。

附　則　　この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。

附　則　　この要綱は、令和３年４月１日から実施する。
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（設置）
第１条　小林古径記念美術館における事業の充実を図るとともに、

小林古径及び上越市にゆかりのある美術作家を顕彰し、当市の美
術文化の発展を図るため、小林古径記念美術館運営委員会（以下「運
営委員会」という。）を置く。

（所掌事項）
第２条　運営委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
　⑴　小林古径記念美術館における事業の充実に関し必要な事項

⑵　小林古径及び上越市にゆかりのある美術作家の顕彰に関し必
要な事項

　⑶　上越市の美術文化の発展に関し必要な事項

（組織）
第３条　運営委員会は、次に掲げる人のうちから教育委員会が委嘱

する５人以内の委員をもって組織する。
　⑴　美術文化について識見を有する人
　⑵　学校教育及び社会教育に精通する人
　⑶　公募に応じた市民
　⑷　その他教育委員会が必要と認める人

（委員長及び副委員長）
第４条　運営委員会に委員長及び副委員長を各１人置く。
２　委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
３　委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
４　委員長は、運営委員会を代表し、会議その他の会務を総理する。
５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委

員長が欠けたときは、その職務を代理する。

（委員の任期）
第５条　運営委員会の委員の任期は、２年とし、再任されることを

妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者
の残任期間とする。

（会議）
第６条　運営委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
２　定例会は、年２回以内とし、必要に応じて臨時会を招集するこ

とができる。
３　関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
４　会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。　
５　会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
６　会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。

（庶務）
第７条　運営委員会の庶務は、小林古径記念美術館において処理す

る。

（委任）
第８条　この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事

項は、教育委員会が別に定める。

附　則　　この要綱は、平成１６年４月２３日から実施する。

附　則　　この要綱は、平成１６年６月１日から実施する。

附　則　　この要綱は、平成１７年１月１日から実施する。

附　則　　この要綱は、令和２年１０月３日から実施する。

■小林古径記念美術館運営委員会　
【委員名簿】
１　委員

選出区分 氏　名 役職等

美術文化について
識見を有する人

髙橋 信雄 小林古径保存会

川崎 日香浬 日本画家

学校教育及び社会
教育に精通する人

五十嵐 史帆 上越教育大学教授（美術教育）

大塚 啓　 清里中学校校長
上越美術教育連盟副会長

公募に応じた市民 野田 栄美子

２　任期
令和３年４月１日～令和５年３月３１日（２年間）

令和３年度第１回小林古径記念美術館運営委員会
日時：令和３年７月２８日（水）午後２時００分から
場所：小林古径記念美術館

令和３年度第２回小林古径記念美術館運営委員会
期日：令和４年３月２８日（月）※書面開催

令和４年度小林古径記念美術館運営委員会
日時：令和５年２月２１日（火）午後２時００分から
場所：小林古径記念美術館　

■上越市美術資料収集委員会
【委員名簿】
１　委員

選出区分 氏名 役職等

小林古径及び日本画に
ついて精通している人 洞谷 亜里佐 上越教育大学教授（日本画）

日本美術院所属

新潟県内の美術作家に
ついて精通している人 松矢 国憲 新潟県立近代美術館専門学芸員

上越市内の美術作家に
ついて精通している人 三浦 顕　 上越美術協会事務局長

美術作品の教育利用に
精通している人 池上 秀敏 元新潟県美術教育連盟会長

美術の動向や公立美術館の
作品収集に精通している人 本谷 文雄 元石川県立美術館学芸員・石川県

立歴史博物館学芸員

２　任期
令和３年４月１日～令和５年３月３１日（２年間）

令和２年度第１回上越市美術資料収集委員会
期日：令和２年９月１１日（金）※書面開催

令和２年度第２回上越市美術資料収集委員会
期日：令和３年２月２２日（月）※書面開催

令和３年度上越市美術資料収集委員会
期日：令和４年２月２４日（木）※書面開催

令和４年度上越市美術資料収集委員会
日時：令和５年２月２４日（金）午後１時３０分から
場所：小林古径記念美術館
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令和５年３月３１日現在


